
『入門知的財産法〔第 2版〕』をお持ちの方へ 

 

2020 年 12 月 有斐閣 

 

標記書籍につきまして，以下の訂正・変更がございます（★印以外は第 3 刷発行時に訂正

済です）。謹んでお詫び申し上げますとともに，ここにお知らせいたします。 

 

＊43 頁(4)の 2 行目 

「産業発展に寄与」→「産業発達に寄与」 

 

＊109 頁(4)の 1～2 行目 

「特許登録後に特許権者自らが明細書又は図面を訂正しようとする際に，その訂正が……」

→「特許登録後に特許権者が明細書，特許請求の範囲及び図面を訂正しようとする際に，そ

れが……」 

 

＊110 頁 5 行目 

「（同条 3 項）」→「（同条 6 項）」 

 

＊314 頁の図表 5-4 を次のように修正（右側の網掛けの枠〔間接不正取得者〕内 13 号の「悪

意使用」を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★314 頁の 5 行目 

「その限定提供データを使用する行為や開示する行為は」→「その限定提供データを開示す

る行為は」 

不正取得者 間接不正取得者 

不正取得 

使用 

開示 

悪意取得 

使用 

開示 

悪意開示 善意取得 

不正競争になる行為 

不正競争にならない行為 

11 号： 
12 号： 

13 号： 


